
１番町会議室倶楽部 会員規約 
 

１番町会議室倶楽部では、一般財団法人ＳＥＮＤＡＩ光のページェント（以下「甲」

という）が事前に誓約書を提出した会員（以下「乙」という）に対して会議室を貸与

致します。貸与する会議室の使用料はＳＥＮＤＡＩ光のページェントの協賛金とさせ

て頂きます。 
 

（使用時間） 

１．貸与時間は午前９時から午後５時までとし、午後５時を超える場合は事前に甲と協議をお願

い致します。 

（申込） 

２．貸与を受けようとするものは、所定の会議室使用申込書に必要事項を記載し、申込をして下

さい。使用料については、七十七銀行 一番町支店（普通）９１９１０１１ ザイ．センダイ

ヒカリノページェント にご使用の３日前までお振込み下さい。 

（予約受付期間） 

３．使用申込の受付期間は原則として使用日の２ヶ月前から３日前までと致します。 

（使用時間超過） 

４．超過して使用した場合は午後６時を限度し、１時間当りの料金の３０％増料金をお願い致し

ます。 

（使用料の返金） 

５．既に入金した使用料金は返金致しません。但し、次に該当する場合は全額または一部につい

て、振込手数料を差し引いた上で返金致します。 

  ①甲がキャンセルを認めた場合。 

  ②甲の事情により使用承認を取消した場合。 

  ③使用日の３日前までに取消の申し出を受けた場合。 

  ④天災地変の場合。 

（会議室の弁済） 

６．使用中に建物、付属物または備品を毀損または滅失、汚損したときは、乙の負担において弁

済をして下さい。 

（使用ルール） 

７．乙は次の事項を遵守して下さい。 

  ①使用の範囲は会議室のみとする。共用部分は含みません。 

  ②会議室付帯の設備等の使用及び外部からの機材の搬入は甲から事前に承諾を得て下さい。 

  ③建物付属品、備品等に釘類（画鋲等）を打ちつけ又は紙類を糊付けはしないで下さい。 

  ④公序良俗に反する行為はしないで下さい。 

  ⑤共用部分を使用する場合に事前に甲の承認を得て下さい。 

  ⑥使用目的が不当、不明な場合もしくは申込書の目的に相違があった場合は使用を甲が取消

す事があります。 

  ⑦発火物、爆発物等の危険物の持ち込み及び火気の使用は禁じます。 

  ⑧飲酒、荷物の事前預り及び発送は出来ません。 

  ⑨会議室内は禁煙です。 

（災害時） 

８．災害に備えて使用者は非常口、誘導方法、消火設備等を前もって了知し、緊急の場合は避難

誘導にあたって下さい。 

（清掃） 

９．会議室及び給湯、トイレ等は清潔に使用し、汚した場合は必ず清掃して下さい。 

（廃棄） 

10．ゴミを含めた廃棄物は所定の場所にお出し下さい。 

（退室） 

11．乙は冷暖房・照明・コピー機その他電気器具の電源を切って、机・椅子・その他施設器具を

元の位置に戻してから退室して下さい。 

（事前承諾） 

12．申込書を提出した時点で、当該規約を承諾したものとします。 

以上 



１番町会議室倶楽部 使用料金表 
 

人 数 レイアウト 備 品 
１時間料金 

平日９時～１７時 

時間外 

平日１７時～１８時 

最大４２名 教室形式 ホワイトボード一式 １，０００円 １，３００円 

※１．使用時間単位は最低１時間です。以降は１時間ごとに受け付けます。 

２．使用日時は平日９：００～１７：００（土・日・祝日休み）です。１８：００までの利

用延長は事前にご相談下さい。 

３．１ｈご利用につき、ヒューモスパーク１番町１００円券を１枚贈呈します。但し、平成

２７年５月末まではキャンペーン期間として１人につき１枚贈呈します。 

                                            

 

１番町会議室倶楽部 会議室使用申込書 
 

  年  月  日 

（一財）ＳＥＮＤＡＩ光のページェント 御中 

ＦＡＸ０２２－２６１－６５１６ 

 

規約を承諾の上、次の通り申込み致します。 

お申込者 

 

会社・団体名                       業種（      ） 

 

  〒 

住所 

 

ご担当者 

 

氏 名             印 

部課名               役職名 

ＴＥＬ               ＦＡＸ 

携 帯               Ｅ-mail 
 

          

ご使用日時 

 

   年   月   日（  ） 

 

ＡＭ・ＰＭ   時～ＡＭ・ＰＭ   時（合計   時間） 
※最低１時間、以降１時間単位 

 
 

ご使用人数 

 

 

   名（定員４２名） 

ご使用目的 

 

□会議  □セミナー  □研修  □説明会  □面接  □催事  □展示会 

□その他（                                ） 

 

表 示 

 

建物入口及び会議室扉に社名等の表示が可能です 

 □表示は不要  □会社名を表示  □指定の名称を表示（１０文字程度） 

                  （名称：               ） 

 

備 考 

 

 

 

 

事務局使用欄 請求書発行済 入金済 

  

 

 

 

 



１番町会議室倶楽部 会員誓約書 
 

 

私は、次の事項を誓約した上で、仙台日の出ビル３階に所在する１番町会議室倶楽部会員の申

し込みをします。 

 

１．自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員（以下

総称して「反社会的勢力」という）ではないこと。 

 

２．１番町会議室使用者の全てが、反社会的勢力ではないこと。 

 

３．反社会的勢力に自己の名義を利用させ、１番町会議室を使用させないこと。 

 

４．宗教的理念・動機に基づく活動及び性風俗行為並びに財産的・倫理的秩序に反する行為及び

自由や人権を害する行為など公序良俗に反する行為を行わないこと。 

 

５．騒音や火の気を出さないこと。危険物を持ち込まないこと。 

 

６．１番町会議室内にて喫煙及び飲酒をしないこと。 

 

７．仙台日の出ビル周辺にて声掛けやビラ配り等行わないこと。 

 

８．規約の定めに従うこと。また、仙台日の出ビルにはエレベーターがなく、１番町会議室の受

付窓口は同ビル４階であることを承諾し、それについて異議を述べないこと。 

 

９．上記事項のいずれかに違反することが判明したときには、会員資格を喪失し、かつ如何なる

請求もしないこと。また、これらについて何ら異議を述べないこと。 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

          申込者名（自署）：                          


